
小計 配点 得点

〔設問１〕 (20) 20 0

小問⑴　訴訟物（２点）及びその個数（２点）の正確な適示 4

小問⑵　①～④が正確に記載されていれば各２点 8

〔設問２〕 (20) 20 0

小問⑴　二段の推定の仕組みが正確に説明できている 5

Ｙの主張が一段目の推定に関する主張であることを理解している 2

海外旅行に行っていた事実がどのように作用するか具体的に説明 3

小問⑵　Ｙの言い分が錯誤無効の内容も含んでいることを指摘 2

動機の錯誤であることを理解している 3

詐欺取消と錯誤無効との関係について正確に理解している 2

裁判所が求釈明すべき事項を的確に述べている 3

〔設問３〕 (25) 25 0

Ｙが会社の業務をＢに任せていることで基本代理権が認定できるか検討している 4

日常家事代理権から基本代理権が導けないか，判例を前提に検討している 6
Ｂが実印を使用している事実が評価根拠事実であること（２点），それに対して
Ｂが妻であることが評価障害事実となり（２点），Ｘに調査確認義務があること
（２点）を指摘している

6

Ｘの調査確認義務について，ＢがＸに言った言葉から，ＸがＹに対して直接確認
しようとしていないことを正当化できるか検討している

6

「正当な理由」の有無について一定程度の理由を付して結論を示している 3

〔設問４〕 (15) 15 0

職務規程２８条２号の問題であること（２点）及び同規定の趣旨（３点）の指摘 5

ＹがＸに対して損害賠償請求権を行使しうることを指摘 5

将来的に利益相反状態が生じうることとその問題点について指摘 5

裁量点 (20) 20

合　計 (100) 100 0
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小問⑶　遅延損害金の起算点との関係で必要な主張となるこ（２点），Ｙに対する
送達によって主債務が履行遅滞となること（２点），Ｙが連帯保証人であることの
説明（４点）

8


